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主 文

１ 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

２ 上記部分に係る被控訴人らの訴えをいずれも却下する。

３ 本件各附帯控訴をいずれも棄却する。

４ 控訴人と被控訴人らの間に生じた訴訟の総費用及び参加に要した

費用はいずれも被控訴人らの，附帯控訴費用は附帯控訴人らの各負

担とする。

事実及び理由

第１ 当事者の求める裁判

１ 控訴の趣旨

( ) 主文１項同旨1

( )ア 本案前の申立て2

主文２項同旨

イ 本案の申立て

被控訴人らの請求を棄却する。

( ) 訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人らの負担とする。3

２ 附帯控訴の趣旨

( ) 原判決中附帯控訴人敗訴部分を次のとおり変更する。1

( ) 附帯被控訴人が，平成１４年９月６日付けでしたＰ１株式会社に対する2

産業廃棄物処分業の変更許可処分（許可番号○○）を取り消す。

( ) 訴訟費用は，第１，２審を通じて附帯被控訴人の負担とする。3

３ 控訴の趣旨に対する答弁

( ) 本件控訴を棄却する。1

( ) 控訴費用は控訴人の負担とする。2

（ ， ）４ 附帯控訴の趣旨に対する答弁 控訴人兼附帯被控訴人 参加人において共通

( ) 本案前の答弁1
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附帯控訴人らの請求のうち，破砕施設Ａ及び破砕施設Ｃに係る訴えをいず

れも却下する。

( ) 本案の答弁2

主文３項同旨

( ) 附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。3

第２ 事案の概要

１ 事案の要旨

， ， （ 「 」 。）( ) 本件は 被控訴人らが 控訴人兼附帯被控訴人 以下 控訴人 という1

が平成１４年９月６日付けでＰ１株式会社（以下「Ｐ１」という。当審にお

いて行政事件訴訟法２２条に基づく訴訟参加をした。以下「参加人」という

ことがある ）に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成１５。

年法律第９３号による改正前のもの。以下特に断らない限り同改正前の同法

を「廃棄物処理法」又は「法」という ）１４条の２第１項に基づく産業廃。

棄物処分業変更許可処分（以下「本件変更許可」という ）は同条の要件を。

欠くなどの違法な処分であるとして，その取消しを求める事案である。

( )ア Ｐ１は，昭和５１年に控訴人から産業廃棄物処分業の許可（法１４条2

１項）を受け，以後，５年を下らない期間ごとに受けることとされている

更新許可（法１４条２項参照）や，事業内容を変更する場合受けることと

されている変更許可（法１４条の２第１項参照）を受けてきた。

イ Ｐ１は，平成１４年８月１２日，次の事業を追加する旨の，事業の範囲

の変更許可申請（甲１。以下「本件申請」という ）をした。。

① 廃プラスチック類（硬質系 ・繊維くず（畳に限る）を対象廃棄物と）

し，一日の処理能力を４．４トンとする破砕施設（以下「破砕施設Ｄ」

という ）による破砕業。

（ ） ， ．② 廃プラスチック類 軟質系 を対象廃棄物とし 一日の処理能力を３

７６トンとする破砕施設（以下「破砕施設Ｅ」という ）による破砕業。
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③ 廃プラスチック類・紙くず・繊維くずを対象廃棄物とし，一日の処理

能力を４．８トンとする破砕減容施設（破砕と熱圧縮して固形燃料（Ｒ

ＰＥ）化することにより廃棄物の減容を図る施設。以下「本件破砕減容

施設」という ）による破砕減容業。

④ 廃プラスチック類（当事業に於いて破砕したものに限る ・紙くず。）

・繊維くずを対象廃棄物とし，一日の処理能力を１２４．８トンとする

圧縮梱包施設による圧縮梱包業

なお，Ｐ１は，次の⑤ないし⑦の各事業は従前のままとして，本件申請

の対象とはしていない。

⑤ 木くずを対象廃棄物とし，一日の処理能力を１１２トンとする破砕施

設（以下「破砕施設Ａ」という ）による破砕業。

⑥ がれき類を対象廃棄物とし，一日の処理能力を３２０トンとする破砕

施設（以下「破砕施設Ｂ」という ）による破砕業。

⑦ がれき類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

を対象廃棄物とし，一日の処理能力を３２０トンとする破砕施設（以下

「破砕施設Ｃ」という ）による破砕業。

ウ 控訴人は，平成１４年９月６日，上記イの①ないし④の事業（以下これ

らの各事業を「事業①」などと表記する ）について，有効期限を平成１。

８年３月１０日までとする変更許可（甲２。本件変更許可）をした。

エ Ｐ１は，平成１８年１月２３日，事業①ないし⑦を行うための産業廃棄

物処分業の更新許可申請を行い，控訴人は同年３月１１日に更新を許可し

た（以下「新更新許可」という 。。）

オ Ｐ１は，平成１８年５月１８日，破砕施設Ａ，同Ｃ及び本件破砕減容施

設を廃止して事業③，同⑤及び同⑦を廃止し，次のとおりの新しい施設に

よる新しい事業に変更する旨の申請（丙３８）をした。

， ． （ ），⑧ 木くずを対象廃棄物とし 一日の処理能力を１５７ ０８トン 一次
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４０．９８トン（二次）とする破砕施設による破砕業

⑨ がれき類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

を対象廃棄物とし，一日の処理能力を３３９．０５トン（一次 ，３２）

９．６７トン（二次 ，３４４．７６トン（三次）とする破砕施設によ）

る破砕業

⑩ 廃プラスチック類（フィルム状のものに限る ・紙くず・繊維くず。）

を対象廃棄物とし，一日の処理能力を６．０トンとする破砕減容施設に

よる破砕減容業

カ 控訴人は，平成１８年１１月２１日，事業⑧ないし⑩の変更（丙４２）

及び同事業に使用する各施設の設置（丙３９の１，丙４０の１，丙４１の

１）をそれぞれ許可した（以下，この事業変更許可を「本件新変更許可」

という 。。）

キ Ｐ１は，平成１９年５月２２日，破砕施設Ａ，同Ｃ及び本件破砕減容施

設を廃止した旨控訴人に届け出（乙３７ ，同３施設を解体した。）

( ) 原審は，原審原告らのうち一部の者についてのみ原告適格を認め，原告3

適格が認められないとした者についてはその訴えを却下し，更新許可は従前

の更新許可・変更許可を前提とするものであるから本件変更許可後の新更新

許可によって訴えの利益が喪失するものではないとした上で，本案の判断に

おいて，本件破砕減容施設はその構造上法１５条１項，同法施行令７条７号

により一日の処理量が５トンを超える場合には設置許可を必要とする「破砕

施設」というべきであり，本件破砕減容施設は一日の処理量が５トンを超え

るものと認められるところ，Ｐ１は本件破砕減容施設について法１５条１項

の設置許可を得ていないため，同施設を使用する事業③についての事業の範

囲の変更許可は違法である，事業①，同②及び同④についての事業の範囲の

変更許可には違法性は認められないとして，事業③の変更許可のみを取り消

し，その余の取消請求を棄却した。
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( ) 控訴人は，事業③の変更許可を違法として同許可を取り消した原審の認4

定判断を不服として，原告適格が認められた原審原告らを被控訴人として控

訴するとともに，その後Ｐ１が事業③，同⑤及び同⑦で使用した各施設を解

体したとして，これらの事業の変更許可に係る訴えの却下の申立てをした。

Ｐ１は，当審係属中，行政事件訴訟法２２条１項に基づく第三者の訴訟参

加を申し立てた。

( ) 原審原告らのうち，Ｐ２（原判決別紙当事者目録原告番号８）は平成▲5

年▲月▲日に，Ｐ３（原判決別紙当事者目録原告番号２９）は平成▲年▲月

▲日にそれぞれ死亡したため，本件訴訟のうち同原審原告らの請求に係る部

分は当然に終了した。また，原審原告らのうちＰ４（原判決別紙当事者目録

原告番号２）及びＰ５（原判決別紙当事者目録原告番号５４）は当審におい

て訴えを取り下げた。

被控訴人らのうちＰ６（原判決別紙当事者目録原告番号１０ ，Ｐ７（原）

判決別紙当事者目録原告番号３）及びＰ８（原判決別紙当事者目録原告番号

４）は，本件変更許可の全体が違法であり取り消されるべきであるとして，

附帯控訴を提起した。

２ 基本的事実関係，本件変更許可当時の関係法令及び行政通知，主たる争点，

各争点に対する当事者の主張の概要

標記の諸点は，当審で補充された主張を除き，原判決の「事実及び理由」中

の「第２ 事案の概要」の２ないし５（原判決２ページ５行目から６４ページ

６行目まで）に記載のとおりであるからこれを引用する（ただし，２９ページ

２２行目の末尾の次に改行の上「 被控訴人らの主張 」を加える 。（ ） 。）

３ 当審で補充された主張

【控訴人・Ｐ１（参加人）の主張】

( ) Ｐ１（参加人）は，本件控訴後の平成１９年５月２２日付変更届におい1

て，破砕施設Ａ，同Ｃ及び本件破砕減容施設を廃止した。これにより，同施
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設を使用して行う事業の許可の取消しを求める訴え部分は，訴えの利益を喪

失した。

附帯控訴人らは本件変更許可の内容の一部に違法性が認められる場合には

全体が違法となり取り消され，一部の廃止をもって同部分のみ訴えの利益が

喪失することはないと主張するが，廃棄物処理法は許可される処分業が可分

であり得ることを前提としていると解される（法１４条の２第１項，産業廃

棄物処分業の許可申請に関する平成１２年９月２９日付衛産第７９号厚生省

通知等）から，各施設による事業が独立しておりその一部を廃止しても他の

事業の継続に支障のない場合には，一部の違法をもって処分全体を取り消す

べき理由はなく，また一部について訴えの利益が喪失することを認めるべき

である。

( ) 本件破砕減容施設の処理量について2

， （ ）原審は 処理量を算定する場合に使用されるカサ比重 廃棄物重量／容積

． （ 。） ，の数値につき０ １ｔ／㎥ 以下単位を省略する 以上との値を採用して

本件破砕減容施設の１日当たりの処理量が５トンを超えると認定した。

しかしながら，本件破砕減容施設が処理対象としていた廃プラスチック類

のカサ比重については０．０１ないし０．０４の数値が採用されており（乙

２８ないし３１ ，原審の採用する０．１という値は大きすぎる。）

また，処理量を算定する際大きな影響を持つカサ比重は，処理物によって

数値が異なり，同じ廃プラスチック類であってもその性状等によって異なる

から，許可権者は処理施設の性格，処理の工程及び廃棄物の性状等を総合的

に検討して処理能力計算書中のカサ比重の数値を決定することになる（丙１

６ないし２４ 。通常は破砕機のメーカーが処理業者の処理予定物などを考）

慮の上選定したカサ比重であれば一応合理性があるということができるので

ある。

さらに，カサ比重の数値が上がれば破砕効率は下がる関係にあること（乙
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３５，３６）を考えれば，原審が，カサ比重を０．５として算定した処理量

計算式を利用して破砕効率の数値を変動しないままカサ比重を０．１として

算定することは誤りであり，仮に０．１をカサ比重として設定する場合には

破砕効率の数値が下がるので，結果的には１日５トンもの処理はできないと

いうべきである。

【被控訴人らの主張】

本件変更許可を構成する一部の施設が廃止されたとしても，訴えの利益は

喪失しない。このようなときに訴えの利益が喪失すると解するとすれば，判

決で特定の施設による事業の許可が違法であると取り消された業者が同施設

を廃止し新しい施設を設置することで従前どおりの処分業を継続することを

認めることになり，法が採用する許可制度の潜脱を黙認することになるから

である。このような不都合を回避するためには，違法な施設を廃止してもそ

の後に従前の施設と同種同目的の施設を新設した場合には，その新設された

施設は前施設の違法を承継すると解するか，あるいは瑕疵が治癒されないと

解するべきである。

また，本件許可処分が一部であろうとも判決で取り消された場合には，Ｐ

１は，産業廃棄物処分業の許可をしてはならない者となる（法１４条６項，

３項２号イ，７条３項４号ニ，１４条の３参照 。したがって，欠格要件に）

該当する可能性がある以上，一部の許可について施設が廃止されたとしても

訴えの利益が喪失することはない。

【附帯控訴人らの主張】

本件変更許可という処分を構成する一部にでも違法があれば処分全体が違

法となり，全体として処分が取り消されるべきである。廃棄物処理法は，事

業の変更許可に関して一部許可取消という規定を設けておらず（法１４条の

２ ，他方で事業の停止についてはその一部についてこれを命ずることがで）

きる旨明記している（法１４条の３）のであるから，事業の変更許可の一部
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。 ，に違法があるときは変更許可全体について取り消さなければならない また

本件の場合，参加人には無許可の施設の設置と虚偽申告というそれだけで本

件変更許可自体を違法とする重大な違法事由がある。この点だけからしても

本件変更許可は全部を違法として取り消されるべきである。

第３ 当裁判所の判断

１ 訴えの利益の喪失について

( ) 本件変更許可は本件申請に対する１個の処分として行われているが，前1

記第２，１( )のとおりその内容は，相互に何ら関連性の認められない事業2

①ないし④を別個独立の施設でそれぞれ新たに行うことについての許可とみ

ることができるのであるから，実質は事業①ないし④のそれぞれについての

４個の変更許可と解することができるというべきである。

附帯控訴人らはこれを不可分一体として扱うべきであると主張するが，本

件変更許可は上記のとおり実質的には４個の変更許可とみることができる上

に，上記のとおり事業①ないし④の間あるいはそれぞれの事業に使用される

施設の間には何ら関連性が認められず，その他本件において事業①ないし④

の変更許可を実質的にも一体として扱うべき事情は認められず，また，事業

運営全体を違法視すべきような虚偽申告の違法事由があるともいい難い本件

においては，附帯控訴人らの上記主張は失当である。

したがって，本件変更許可につき事業③に係る部分を区分して判断するこ

とは可能というべきであり，このような判断手法は廃棄物処理法の趣旨に反

するものではない。

( )ア 行政事件訴訟法に定める処分の取消しの訴えは，その処分によって違2

法に自己の権利又は法律上保護されている利益の侵害を受けた者がその処

分の取消しによってその法益を回復することを目的とする訴えであるか

ら，訴訟係属中に侵害状態が解消されたことにより，判決の効果によって

侵害状態を解消して法益を回復する可能性が皆無となった場合には，その



- 9 -

処分が違法であっても，処分の取消しの訴えとしてはその利益を欠くに至

ったものというべきである。

前記第２，１( )のとおり，事業③及び本件破砕減容施設を廃止して別2

の事業⑩を新しい施設を使用して行うことが許可（本件新変更許可）され

た（本件破砕減容施設は実際にも解体された ）のであるから，事業③の。

変更許可の取消しを求める訴えは，もはや判決の効果によって侵害状態を

解消し法益を回復することができなくなったというべきであり，訴えの利

益が喪失したというほかない。

なお，控訴人は，事業⑤及び同⑦の許可の取消しを求める訴えもまた訴

えの利益を喪失したというが，本件は本件変更許可の取消訴訟であり，事

業⑤及び同⑦は処分の対象となっていないのであるから，これらにつき訴

えの利益の喪失を検討する余地はない。

イ 被控訴人らは，訴えの利益が喪失すると解することは，業者が訴訟係属

中に問題とされた施設を新しい施設へ変更することで訴えの利益を喪失さ

せ，結局判決による違法との指摘を免れることになり，ひいては法が許可

制を採用している意味を潜脱することになると述べる。しかしながら，仮

にＰ１（参加人）が今後問題とされた施設（本件破砕減容施設）と同内容

の新しい施設で事業③と同内容の事業を行うことがあれば，それは無許可

の違法事業であり，事業主体に対する新たな行政規制事由となるが，これ

は本件とは全く別個の問題である。また，処分が違法でありそれにより損

害が発生している場合には別途損害賠償請求訴訟を提起することが予定さ

れているのであるから，この点でも訴えの利益の喪失を認めることが法の

潜脱となるということはできない。

被控訴人らは，本件変更許可と本件新変更許可とは違法性を承継する，

あるいは本件新変更許可は本件変更許可の瑕疵を治癒するものではないな

どと主張する。しかし，本件新変更許可は本件変更許可とは別個独立した
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新たな処分というほかないから，違法性の承継や瑕疵の治癒の有無を観念

することができず，被控訴人らの主張は失当である。

また，被控訴人らは，判決で事業の変更許可が取り消されたときには，

都道府県知事により事業の許可が取り消された場合と同様とみなしてその

場合の規定を適用した結果，Ｐ１は産業廃棄物処分業の許可をしてはなら

ない者となる（法１４条６項，３項２号イ，７条３項４号ニ，１４条の３

参照）から，事業が廃止されたとしても訴えの利益が喪失することはない

とも主張する。しかし，被控訴人らの上記主張は法の解釈適用の点におい

ても訴えの利益の内容の点においても独自の見解にすぎず，採用の限りで

はない。

２ 本案について

事業③については上記のとおり訴えの利益がないが，その余については訴え

の利益は喪失しておらず，附帯控訴人らはその違法性を主張するので検討する

のに，当裁判所も，事業①，同②及び同④については違法性が認められず，ま

た，Ｐ１が「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認め

るに足りる相当の理由がある者」に該当するということはできないから，被控

訴人らの請求は上記の範囲においては理由がないと考える。その理由は，おお

むね原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」の３ないし１１

（６９ページ１２行目から９６ページ１４行目まで）に記載のとおりであるか

らこれを引用する（ただし，９０ページ２５行目の「法」を「施行規則」に改

める 。。）

附帯控訴人らは，当審において，各事業で使用する各施設に関して問題があ

り，またＰ１が「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると

認めるに足りる相当の理由がある者 （いわゆる「おそれ条項 ）に該当する」 」

から，本件変更許可は違法である旨主張する。しかし，当事者が当審において

提出した証拠を含め改めて本件全証拠を踏まえて検討しても，同社が上記事由
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に該当するとは認められず，他に事業①，同②及び同④の変更許可を違法とい

うことはできないとした原審の認定判断を覆すに足りる事由を見いだすことは

できない。

３ よって，本件変更許可のうち，本件破砕減容施設を使用した事業に関する部

分は，その後新しい施設による新しい事業への変更が許可（本件新変更許可）

された（なお，本件破砕減容施設は解体された ）ことによりその訴えの利益。

が喪失したというべきであるから，原判決を同部分につき取り消して被控訴人

らの同部分の訴えを却下し，その余についてはその取消しを求める被控訴人ら

の請求には理由がないとした原判決は相当であり本件附帯控訴はいずれも理由

がないからいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第１５民事部

裁判長裁判官 藤 村 啓

裁判官 坂 本 宗 一

裁判官 大 浜 寿 美


